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0 pt■高知県の受託業者
　（株）バックスグループ　
◆退職（失

　社会福祉協議会相談員、人権擁護委員、行政相
談委員などが皆さんの相談をお受けします。ひとりで
悩まず、お気軽にご相談ください。相談の秘密は必
ず守り、料金は無料です（原則要予約）。

◆開催日時・場所
・１０月１０日（火）
　午前１０時～正午　総合センター（佐賀支所前）

午後１時３０分～午後３時３０分
鈴地区漁民研修施設

・１０月１２日（木）
　午前１０時～正午　旧馬荷小学校
　午後１時３０分～午後３時３０分
　錦野団地集会所（錦野老人憩いの家）

○お問い合わせ
　佐賀支所 地域住民課 人権啓発係　蕁５５―３１１３

心配ごと・困りごと、行政・人権相談所の開催

　多様化する消費者相談、不動産、相続、離婚、地
域での悩み相談に対応するため弁護士を招き、無料
相談所を開設します。

◆開催日時・場所
・１０月１８日（水）
　午後１時～午後３時　本庁１階相談室１―３

◆定員　先着４名
　１０月１１日（水）午前８時３０分から受付開始。
　キャンセルは１０月１３日（金）までに下記へ連絡。
※相談時間は１人３０分以内。同じ内容の相談は１

回限りです。担当弁護士が既に相手方の相談を
受けている場合は、相談を受けることができません。

○お問い合わせ
　佐賀支所 地域住民課 人権啓発係　蕁５５―３１１３

無料弁護士相談の開催

　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用して
いただけるよう毎年１０月に「行政相談週間」を設け、
各種の行事を行っています。黒潮町でも、上記の相
談所などで総務大臣の委嘱を受けた行政相談委員
が相談をお受けします。
　国の仕事や手続き、サービスで困っていること、わ
からないことがあれば、お気軽にご利用ください。

　例えば、下記のようなお困りごとはありませんか。
・医療保険や年金のことを聞きたい
・国道の危険箇所を修繕してほしい
・手続や申請をどこにしたらよいか教えてほしい

○お問い合わせ
　総務省高知行政監視行政相談センター

　蕁０８８―８２４―４１００

10月16日（月）～22日（日）は、
行政相談週間です

◆開催日時・場所
　１０月２８日（土）
　午前１０時２０分～午後３時４０分
　ネスト・ウエストガーデン土佐

◆進行役　（株）わらびの　畠中　智子さん

◆参加対象
　町内在住の方または町内でお勤めの方（１８歳以上）

◆参加料　１,０００円　※ランチ・ケーキセット付き

◆募集定員　２５名　※先着順

○申し込み・お問い合わせ
　佐賀支所 地域住民課 人権啓発係　蕁５５―３１１３
　教育委員会 人権教育係　　　　　蕁４３―００４４

黒潮町人権教育・啓発ワークショップ「ヒュー
マンライツ・カフェ」の参加者募集について
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